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はじめに

〇2010（平成22）年の過疎法改正により、あらたにソフト事業への過疎債充当が可能と
された。

〇建設公債の原則に照らして、どう評価するか。

〇ソフト事業に対する過疎債の活用について、再考する。

過疎対策事業債

過疎地域自立促進特別措置法により過疎地域とされた市町村が、過疎地域自立促進市町村計画
に基づいて行う事業の財源として特別に発行が認められた地方債
総務大臣が各都道府県に同意等予定額を通知し、各都道府県知事が市町村ごとに同意（許可）
充当率は１００％であり、その元利償還金の７０％は普通交付税の基準財政需要額に算入
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１．過疎自治体の歳入・歳出構造

全国市町村と比較して

• 地方税収割合が低い

• 地方交付税依存度高い

• 国庫支出金割合は低め

• 地方債割合高め

13.1

32.7

38.4

14.7

11.6

15.2

7.2

6.7

10.6

8.7

18.2

21.1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

過疎関係市町村

全国市町村

h27年度市町村歳入決算構成

地方税 地方譲与税 地方特例交付金 地方交付税

国庫支出金 都道府県支出金 地方債 その他

（％）（1市町村当り337.52億円）

（1市町村当り117.06億円）

資料：総務省「過疎対策の現況」
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１．過疎自治体の歳入・歳出構造

全国市町村と比較して

• 民生費割合が低い

• 農林水産業費割合が高い

• 扶助費割合が低い
• 普通建設事業費割合が高い

※福祉・ケア等の人的支出に対する支出割合が低い一方、公共投資関連の支出割合が高めの傾向
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２．過疎対策と財政措置
１．過疎地域自立促進のための対策の目標

① 産業基盤の整備、農林漁業経営の近代化、中小企業の育成、企業の導入及び起業の促進、
観光の開発等により、産業を振興し、安定的な雇用を増大すること

② 交通施設、通信施設等の整備を図ること等により交通通信連絡を確保するとともに、過疎地域
における情報化を図り、及び地域間交流を促進すること

③ 生活環境の整備、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進、医療の確保並びに教育の振興
を図ることにより、住民生活の安定と福祉の向上を図ること

④ 美しい景観の整備、地域文化の振興を図ることにより、個性豊かな地域社会を形成すること

⑤ 基幹集落の整備、適正規模集落の育成を図ることにより、地域社会の再編成を促進すること

２．行政上の特別措置

• 医療の確保（法第１６～１７条）

• 高齢者の福祉の増進（法第１８～１９条）

• 交通の確保（法第２０条）

• 情報の流通の円滑化及び通信体系の

充実（法第２１条）

⇒過疎地域を対象とした補助金等、補助率かさ上げ、補助等の要件緩和、地方債制度

• 教育の充実に関する配慮（法第２２条）

• 地域文化の振興等に関する配慮規定（法第２３条）

• 農地法等による処分についての配慮（法第２４条）

• 国有林野の活用（法第２５条）
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２．過疎対策と財政措置

１．国の補助率のかさ上げ等（法10条）
①統合に伴う小中学校校舎等（1/2⇒5.5/10）
②公立以外の保育所（1/2⇒2/3）
③公立保育所（1/2⇒5.5/10）
④消防施設（1/3⇒5.5/10）
⑤統合に伴う教職員住宅の建築

（事業に要する経費の5.5/10）

２．過疎対策事業債（法12条）
平成３０年度計画額４，６００億円

３．都道府県代行制度（法14-15条）
基幹道路・公共下水道

４．金融措置（法26-28条））
政府系金融機関等の資金確保

５．税制措置（法29-30条）
所得税・法人税に係る減価償却の特例等

６．地方税の課税免除・不均一課税に伴う
地方交付税による減収補填措置（法31条）

７．過疎地域等自立活性化推進交付金
平成３０年度交付決定額 6.91億円

※補助率は定額・１/２・１/３
出典：総務省資料をもとに作成

過疎地域等自立活性化推進交付金の交付決定額の推移（当初）
（千円）

Ｈ２６年度 Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度

過疎地域等自立活性化推進事業
市町村等が行う、先進的で波及性のあるソフト事業に要する経費
（産業の振興や集落の維持・活性化等）

240,000 80,000 110000 177029 284,219

過疎地域集落再編整備事業
市町村が行う、定住促進のための団地整備や空き家改修等に要
する経費

127,200 63,000 70393 93062 105,774

過疎地域遊休施設再整備事業
市町村等が行う、地域活性化や振興のための遊休施設整備に要
する経費

49,900 13,351 66259 10833 28,939

過疎集落等自立再生対策事業（～H26年度まで）
地域運営組織等が集落の維持・活性化に取組むために要する経
費

513,000

過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業
（Ｈ２７年度～）

地域運営組織等が行う、複数集落で連携して集落の維持・活性
化に取組む事業に要する経費（高齢者サロン開設等）

494,000 443,000 408,728 271,720

計 930,100 650,351 689,652 689,652 690,652

事業メニュー名 対象経費

交付決定額（平成２６年度～３０年度）
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		過疎地域等自立活性化推進交付金の交付決定額の推移（当初） カソ チイキトウ ジリツ カッセイ カ スイシン コウフキン コウフ ケッテイ ガク スイイ トウショ												（千円） センエン

		事業メニュー名 ジギョウ メイ		対象経費 タイショウ ケイヒ		交付決定額（平成２６年度～３０年度） コウフ ケッテイ ガク ヘイセイ ネンド ネンド

						Ｈ２６年度 ネンド		Ｈ２７年度 ネンド		Ｈ２８年度 ネンド		Ｈ２９年度 ネンド		Ｈ３０年度 ネンド

		過疎地域等自立活性化推進事業 カソチイキ トウジリツ カッセイカ スイシン ジギョウ		市町村等が行う、先進的で波及性のあるソフト事業に要する経費（産業の振興や集落の維持・活性化等） シチョウソン		240,000		80,000		110000		177029		284,219

		過疎地域集落再編整備事業 カソチイキ シュウラク サイヘン セイビ ジギョウ		市町村が行う、定住促進のための団地整備や空き家改修等に要する経費 シチョウソン		127,200		63,000		70393		93062		105,774

		過疎地域遊休施設再整備事業 カソチイキ ユウキュウ シセツ サイセイビ ジギョウ		市町村等が行う、地域活性化や振興のための遊休施設整備に要する経費 シチョウソン		49,900		13,351		66259		10833		28,939

		過疎集落等自立再生対策事業（～H26年度まで） カソ シュウラク トウジリツ サイセイ タイサク ジギョウ ネンド		地域運営組織等が集落の維持・活性化に取組むために要する経費 チイキ ウンエイ ソシキ トウ シュウラク イジ カッセイカ ト ク ヨウ ケイヒ		513,000

		過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業
（Ｈ２７年度～） カソ チイキナド シュウラク ケン ケイセイ シエン ジギョウ ネンド		地域運営組織等が行う、複数集落で連携して集落の維持・活性化に取組む事業に要する経費（高齢者サロン開設等） チイキ				494,000		443,000		408,728		271,720

		計 ケイ				930,100		650,351		689,652		689,652		690,652



				地域運営組織等が行う、複数集落で連携して集落の維持・活性化に取組む事業に要する経費（高齢者サロン開設等）

				市町村等が行う、先進的で波及性のあるソフト事業に要する経費（産業の振興や集落の維持・活性化等）

				市町村が行う、定住促進のための団地整備や空き家改修等に要する経費

				市町村等が行う、地域活性化や振興のための遊休施設整備に要する経費

				、過疎集落生活圏において、住民団体等が住民主導により、必 要に応じて集落外部の組織や団体とも連携しながら、今後の生活を持続可 能とし、集落の維持及び活性化を図るため、ソフト事業を中心に総合的に 取り組むものを対象とする







３．過疎債の発行規模と現在高
（ 億円）

2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

地方債計画(通常収支分） 　 　 　 　 　 　 　 A 125,108 124,776 141,844 158,976 137,340 135,430 133,708 128,301 119,242 112,082 116,257 116,456

地方債計画(一般会計債・ 通常収支分） 　 B 63,184 60,761 60,144 51,951 48,267 45,631 46,706 47,881 48,074 49,132 49,884 50,734

　 う ち辺地債 508 493 478 433 412 397 410 410 465 465 475 485

　 う ち過疎債　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  　 C 2,804 2,720 2,638 2,700 2,700 2,900 3,050 3,600 4,100 4,200 4,500 4,600

臨時財政対策債 26,300 28,332 51,486 77,069 61,593 61,333 62,132 55,952 45,250 37,880 40,452 39,865

C／B 4.4% 4.5% 4.4% 5.2% 5.6% 6.4% 6.5% 7.5% 8.5% 8.5% 9.0% 9.1%

C／A 2.2% 2.2% 1.9% 1.7% 2.0% 2.1% 2.3% 2.8% 3.4% 3.7% 3.9% 3.9%

〇地方債計画の中の過疎債

資料：総務省「地方財政計画」各年度をもとに作成

〇過疎債計画額は増加傾向

〇地方債計画（通常収支分）のなか
での過疎債割合は数パーセントと
いう位置づけ
〇過疎債発行額も増加傾向

〇道路整備、学校再編、観光レクリ
エーション施設等の割合が比較的
高い

資料：平成30年度第3回過疎問題懇談会資料 6



４．地方財政計画における過疎対策事業

〇投資的経費の大幅な減少→2013年度以降微増。
〇給与関係経費の減少
〇一般行政経費のうち、補助事業は大きく増大するが、単独事業は近年、横ばいで推移
〇公債費は横ばい→微減

出典：「地方財政要覧」（各年度）をもとに作成

875,666 862,107 846,669 837,687 831,508 831,261 834,014 825,557 821,268 825,054 818,647 819,154 833,607 852,710 857,593 866,198 868,973 地方財政計画額

1.78% 1.07% 1.02% 1.01% 1.00% 0.97% 0.94% 0.92% 0.93% 0.92% 0.98% 1.03% 1.17% 1.21% 1.22% 1.25% 1.25% 過疎対策策事業費
／地方財政計画額
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						19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29

						2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

				地方債計画(通常収支分） チホウサイ ケイカク ツウジョウ シュウシ ブン		125108		124776		141844		158976		137340		135430		133708		128301		119242		112082		116257

				地方債計画(一般会計債・通常収支分） チホウサイ ケイカク イッパン カイケイ サイ ツウジョウ シュウシ ブン		63184		60761		60144		51951		48267		45631		46706		47881		48074		49132		49884

				辺地債 ヘン サイ		508		493		478		433		412		397		410		410		465		465		475

				過疎債 カソ サイ		2804		2720		2638		2700		2700		2900		3050		3600		4100		4200		4500

				臨時財政対策債 リンジ ザイセイ タイサク サイ		26300		28332		51486		77069		61593		61333		62132		55952		45250		37880		40452

				億円 オクエン		0.0443783236		0.0447655569		0.0438613993		0.0519720506		0.0559388402		0.0635532861		0.0653021025		0.0751863996		0.0852851853		0.0854840023		0.0902092855

						0.0224126355		0.0217990639		0.0185978963		0.0169836957		0.0196592398		0.0214132762		0.0228109014		0.0280590175		0.034383858		0.0374725647		0.0387073467

				過疎債発行額 カソ サイ ハッコウ ガク								2281		2589		2976		2880		3452		3832		4003		4115

				過疎債ソフト発行額 カソ サイ ハッコウ ガク								379		458		566		616		686		709		729		742

						11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27

						1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

				過疎債現在高 カソ サイ ゲンザイ ダカ		2407671		2403683		2414933		2425491		2404617		2357874		2269736		2156159		2023278		1895317		1783181		1712519		1690208		1706406		1735952		1807429		1931167

				百万円 ヒャクマンエン
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				14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30

				2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018

		地方財政計画 チホウ ザイセイ ケイカク		875666		862107		846669		837687		831508		831261		834014		825557		821268		825054		818647		819154		833607		852710		857593		866198		868973

		地方一般歳出 チホウ イッパン サイシュツ		711319		697201		681049		673216		664801		657350		657626		662186		663289		668313		664533		664200		677430		693151		699137		706333		712663

		給与関係経費 キュウヨ カンケイ ケイヒ		236998		234383		229990		227240		225769		225111		222071		221271		216864		212694		209760		197479		203414		203351		203274		203209		203144

		一般行政経費 イッパン ギョウセイ ケイヒ		208068		210263		218833		232857		251857		261811		265464		272608		294331		308226		311406		318257		332194		350589		357931		365590		370522		地域の元気創造事業 チイキ ゲンキ ソウゾウ ジギョウ

		一般行政経費（補助） イッパン ギョウセイ ケイヒ ホジョ		95846		98414		97637		99428		107286		112300		115660		122887		144313		157481		158820		163919		173976		185490		190004		197809		202356

		一般行政経費（単独） イッパン ギョウセイ ケイヒ タンドク		112222		111849		116650		125063		134785		139510		138410		138285		138285		138601		138095		139993		139536		139964		140374		140213		140614

		地方再生対策費 チホウ サイセイ タイサクヒ														4000		4000		4000		3000																まちひとしごと

		地域雇用創出推進費 チイキ コヨウ ソウシュツ スイシン ヒ																5000

		地域活性化・雇用等対策費 チイキ カッセイカ コヨウ トウ タイサク ヒ																		9850		12000

		地域経済基盤強化・雇用等対策費 チイキ ケイザイ キバン キョウカ コヨウ トウ タイサク ヒ																						14950		14950		11950		8450		4450		1950

		公債費 コウサイヒ		134314		137673		136779		133803		132979		131496		133796		132955		134025		132423		130790		131078		130745		129512		128051		125902		122064

		維持補修費 イジ ホシュウ ヒ		10124		10068		9987		9817		9768		9766		9680		9678		9663		9612		9667		9889		10357		11601		12198		12621		13079

		投資的経費 トウシテキ ケイヒ		245985		232868		213283		195211		168889		152328		148151		140617		119074		113032		108984		106698		110035		110010		112046		113570		116180

		過疎対策事業費 カソ タイサク ジギョウ ヒ		15572		9193		8605		8450		8289		8098		7855		7619		7660		7606		8055		8450		9794		10352		10454		10786		10878

		給与の臨時特例対応分 キュウヨ リンジ トクレイ タイオウ ブン																								7550

		公営企業繰出金 コウエイ キギョウ クリダ キン		32177		32052		30797		28659		27346		27249		26352		26628		26961		26867		26590		25753		25612		25397		25143		25256		25584

		地方交付税の不交付団体における水準超経費 チホウ コウフゼイ フ コウフ ダンタイ スイジュン チョウ ケイヒ		8000		4800		7000		10100		14900		23500		24500		12800		6500		7200		6500		7500		9300		13800		14500		18100		18400

				875666		862107		846669		837687		831508		831261		834014		825557		821268		825054		818647		819154		833607		852710		857593		866198		868973

																																0		0

		地方財政計画に占める過疎対策事業費割合 チホウ ザイセイ ケイカク シ カソ タイサク ジギョウヒ ワリアイ		1.78%		1.07%		1.02%		1.01%		1.00%		0.97%		0.94%		0.92%		0.93%		0.92%		0.98%		1.03%		1.17%		1.21%		1.22%		1.25%		1.25%





給与関係経費	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	234383	229990	227240	225769	225111	222071	221271	216864	212694	209760	197479	203414	203351	203274	203209	203144	一般行政経費	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	210263	218833	232857	251857	261811	265464	272608	294331	308226	311406	318257	332194	350589	357931	365590	370522	地方再生対策費	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	4000	4000	4000	3000	地域雇用創出推進費	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	5000	地域活性化・雇用等対策費	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	9850	12000	地域経済基盤強化・雇用等対策費	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	14950	14950	11950	8450	4450	1950	公債費	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	137673	136779	133803	132979	131496	133796	132955	134025	132423	130790	131078	130745	129512	128051	125902	122064	維持補修費	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	10068	9987	9817	9768	9766	9680	9678	9663	9612	9667	9889	10357	11601	12198	12621	13079	投資的経費	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	232868	213283	195211	168889	152328	148151	140617	119074	113032	108984	106698	110035	110010	112046	113570	116180	給与の臨時特例対応分	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	7550	公営企業繰出金	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	32052	30797	28659	27346	27249	26352	26628	26961	26867	26590	25753	25612	25397	25143	25256	25584	地方交付税の不交付団体における水準超経費	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	4800	7000	10100	14900	23500	24500	12800	6500	7200	6500	7500	9300	13800	14500	18100	18400	過疎対策事業費	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	9193	8605	8450	8289	8098	7855	7619	7660	7606	8055	8450	9794	10352	10454	10786	10878	









地方財政計画額の推移



過疎対策事業費	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	9193	8605	8450	8289	8098	7855	7619	7660	7606	8055	8450	9794	10352	10454	10786	10878	給与関係経費	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	234383	229990	227240	225769	225111	222071	221271	216864	212694	209760	197479	203414	203351	203274	203209	203144	一般行政経費	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	210263	218833	232857	251857	261811	265464	272608	294331	308226	311406	318257	332194	350589	357931	365590	370522	公債費	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	137673	136779	133803	132979	131496	133796	132955	134025	132423	130790	131078	130745	129512	128051	125902	122064	維持補修費	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	10068	9987	9817	9768	9766	9680	9678	9663	9612	9667	9889	10357	11601	12198	12621	13079	投資的経費	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	232868	213283	195211	168889	152328	148151	140617	119074	113032	108984	106698	110035	110010	112046	113570	116180	一般行政経費（補助）	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	98414	97637	99428	107286	112300	115660	122887	144313	157481	158820	163919	173976	185490	190004	197809	202356	一般行政経費（単独）	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	111849	116650	125063	134785	139510	138410	138285	138285	138601	138095	139993	139536	139964	140374	140213	140614	







地方財政計画額の推移



投資的経費	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	245985	232868	213283	195211	168889	152328	148151	140617	119074	113032	108984	106698	110035	110010	112046	113570	116180	過疎対策事業費	

2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	15572	9193	8605	8450	8289	8098	7855	7619	7660	7606	8055	8450	9794	10352	10454	10786	10878	給与関係経費	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	236998	234383	229990	227240	225769	225111	222071	221271	216864	212694	209760	197479	203414	203351	203274	203209	203144	一般行政経費（補助）	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	95846	98414	97637	99428	107286	112300	115660	122887	144313	157481	158820	163919	173976	185490	190004	197809	202356	一般行政経費（単独）	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	112222	111849	116650	125063	134785	139510	138410	138285	138285	138601	138095	139993	139536	139964	140374	140213	140614	公債費	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	134314	137673	136779	133803	132979	131496	133796	132955	134025	132423	130790	131078	130745	129512	128051	125902	122064	地方財政計画	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	875666	862107	846669	837687	831508	831261	834014	825557	821268	825054	818647	819154	833607	852710	857593	866198	868973	地方一般歳出	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	711319	697201	681049	673216	664801	657350	657626	662186	663289	668313	664533	664200	677430	693151	699137	706333	712663	一般行政経費	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	208068	210263	218833	232857	251857	261811	265464	272608	294331	308226	311406	318257	332194	350589	357931	365590	370522	地方再生対策費	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	4000	4000	4000	3000	地域雇用創出推進費	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	5000	地域活性化・雇用等対策費	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	9850	12000	地域経済基盤強化・雇用等対策費	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	14950	14950	11950	8450	4450	1950	地方財政計画に占める過疎対策事業費割合	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	1.7783035997743432E-2	1.066340953037152E-2	1.0163357817517826E-2	1.0087299910348376E-2	9.9686352987584E-3	9.7418259728292312E-3	9.4183071267388788E-3	9.2289205954282985E-3	9.3270406249847792E-3	9.2187905276503116E-3	9.8394057511967913E-3	1.0315520646911325E-2	1.174894164756294E-2	1.2140117976803368E-2	1.2189931587594582E-2	1.2452118337839616E-2	1.2518225537502316E-2	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	875666	862107	846669	837687	831508	831261	834014	825557	821268	825054	818647	819154	833607	852710	857593	866198	868973	









給与関係経費





４．地方財政計画における過疎対策事業
出典：全国市長会「ネクストステージに向けた都市自治体の
税財政のあり方に関する研究会」報告書単独事業の実施状況（義務教育の例）

〇教育、子育て支援、公共
交通などの分野で自治体
独自の単独事業を行う動き
が拡大

・人材不足への対応
・地域の仕組みづくり

〇財政力指数別にみると、
実施状況に差がみられる。
（財政力・サービスニーズ）

（％）
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５．過疎債（ソフト）

資料：平成30年度第3回過疎問題懇談会資料

基準財政需要額

　 普通交付税額 　 基準財政収入額

基準財政需要額

　 普通交付税額 基準財政収入額

市町村A（財政力指数0.56）

市町村B（財政力指数0.3（例））

留保財源

留保財源の差の一部（上限2割）について
過疎債（ソフト）で財源調達可能

過疎債を充当できるソフト事業
（過疎地域自立促進特別事業）

「地域医療の確保、住民の日常的な
移動のための交通手段の確保、集
落の維持及び活性化その他の住民
が将来にわたり安全に安心して暮ら
すことのできる地域社会の実現を図
るため特別に地方債を財源として行
うことが必要と認められる事業（基金
の積立てを含む）」

対象経費

以下を除き、将来にわたり過疎地
域の自立促進に資する事業を広く対
象（出資及び施設整備費を除く）
①市町村の行政運営に通常必要と

される内部管理経費
②生活保護等法令に基づき負担が

義務づけられている経費
③地方債の元利償還に要する経費

9



５．過疎債（ソフト）

〇過疎債（ソフト）の活用状況 ：幅広い分野で活用
過疎債（ソフト分）創設される以前から実施されている事業が55.3％

例：教育の振興
〇人的支援・人材派遣

・ALT、特別支援教育支援員、
教育相談員、カウンセラーなどの
職員雇用

〇補助
通学費用・下宿費用の補助
交通手段（バスなど）の確保

⇒「留保財源」相当分での支出

※「事業効果が一時的にとどまるものや、非過疎地域においても実施されている個人給付もある。」
（第3回資料）

10

資料：平成30年度第3回過疎問題懇談会資料



６．起債原則

公債発行：建設公債の原則
対象・上限の規定

・ワグナーの公債論
支出を経常的支出と臨時的支出に区分したうえで、公債発行は臨時的支出にのみ充当が

許される。

・ワイマール憲法（1919）
87条「国債は、非常に必要のある場合に限り、かつ、通例は事業目的（Werbender Zweck）

の経費に充てるためにのみ、これを起こすことができる。(=対象事業からの収益で元利償還
が可能なものに限定）

・日本：1947年財政法制定
4条「国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。」
「ただし、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の

範囲内で、公債を発行し又は借入をなすことができる。」（発行対象と規模を規定）
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６．起債原則

地方自治体の起債

1947年 地方自治法制定
第226条「普通地方公共団体は、その負債を償還するため、普通地方公共団体の永久の利益とな

るべき支出をするため、又は天災等のため必要がある場合に限り、議会の議決を経て、地方債を起
こすことができる。」（公共事業、出資金、貸付金は対象外）（許可制）

・1948年、地方財政法 第5条
←財政法第4条に倣うかたちで、建設公債の原則が導入

公営企業、出資金・貸付金、借換、災害復旧事業費等
公共事業（災害関連以外）で適用可能なのは超過課税を実施している自治体のみ。

（戦災復旧事業費、学校、河川、道路、港湾等の公共施設又は公用施設の建設事業費）

⇒次第に事業対象範囲が拡大（庁舎などの公用施設、学校以外の文教施設、厚生施設、消防施設
など）し、超過課税にかかわらず、起債できるようになった。
⇒公有地の取得も対象へ

・1962 「辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律」により辺
地対策事業債が創設。（地方財政法によらない起債制度）
・地方債の償還期間を、対象となる資産等の耐用年数の範囲内とする規定（⇔国債の60年ルール）
・許可制のもとで、財政規律のコントロール
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６．起債原則

〇「赤字地方債」
1955年 地方財政再建促進特別措置法にもとづく、財政再建債、退職手当債
1961年 災害対策基本法に基づく歳入欠陥等債
2007年 地方財政健全化法に基づく再生振替特例債

〇地方財政法に基づく「赤字地方債」
・1959年の固定資産税制限税率引下げに伴う単年度特例措置
・自治体職員の退職金支払いに充てる退職手当債
・特別減税に伴う減税補填債
・予想せざる経済の落ち込みによって税収不足に陥ったときに発行される減収補填債
・交付税特別会計の不足分を自治体が調達する臨時財政対策債

⇒年度間財政調整機能という側面
負担を次世代に先送りするという点で望ましいものではない
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７．過疎債と財政規律

〇自治体の財政規律（マクロ・ミクロ）
地方財政計画・地方債計画において、毎年度の発行予定額の枠組みが確定
財政融資資金・地方公共団体金融機構資金等による場合、協議に基づく同意（または許可）

自治体では、財政指標等を参考にしつつ、予算編成を行い、議会での議決、監査によるチェッ
クなどの仕組みを通じた財政運営のコントロールがなされる。
（←財政健全化四指標によるチェック）

〇過疎債の場合
地方財政計画・地方債計画による総額コントロール＋協議制 （マクロの統制）
（過疎債（ソフト）については、各自治体の毎年度発行限度額も設定）
発行額の7割が後年度交付税措置されるが、3割は自治体負担

（財政健全化指標、財政の中長期見通し、議会や監査等を通じたミクロの統制）
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８．社会経済構造の変化からみた自治体の財政需要と地方債

• 人口構造の変化、社会経済情勢の変化により、国や自治体に求められる行政サービ
スの形は変化を遂げてきた。

• インフラや施設整備⇒安心・安全な暮らしを支える制度的枠組みや社会関係資本
（ソーシャル・キャピタル）の構築が課題

〇宇沢弘文（1992）「社会的共通資本」

「一般に、ある特定の希少資源が私有を認められず社会的共通資本として取り扱われる
のは、この希少資源自体が社会の存立、形成にとって基本的な役割を果たすか、あるい
はそこから生み出されるサービスが、社会の主体的構成員である市民の基本的権利の
充足に重要な関わりともつものだからである。」

社会的共通資本

大気、森林、河川、土壌、海洋などという自然資本

堤防、道路、港湾、上・下水道、電力、鉄道、都市のインフラなどの社会資本

教育、医療、司法、金融制度などの制度資本

↑仕事・住まい・関係（風土・文化醸成のための制度構築、システム設計、人材育成）

＝毎年度の経常的財源によって、維持・存続が図られてきた

←人口減少、財政難 15



９．過疎債ソフトを考える

〇起債：負担を将来に先送り
→対象事業：その収益により元利償還可能なもの

長期的に利用され、将来世代も一定の受益を受けるもの

〈過疎債ソフト〉
１．人的資本、制度資本など持続可能な地域づくりのために必要な「ソフト」の支出を賄う財源
２．地方財政計画の枠組みのなかで、地方交付税制度では対応しきれない「コモンニーズ」を

支える財源

・イベントなど効果が一時的な事業に充当する財源を起債により調達することは望ましくない。
・中長期的な地域の資産・財産となりうる事業に対する投資
（教育、医療・介護等の体制構築や、人材育成などの人的資本への投資）
・市町村過疎計画のなかで、地域づくりの戦略ならびに構築する「制度資本」について明確化。
（総合計画との関連性）
←その受益が将来世代にも及ぶものであるかどうか
（＝「将来にわたり過疎地域の自立促進に資する事業」）
・元利償還費の7割が交付税措置されることから、財源保障の対象として妥当かどうかという点が
問われる。
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９．過疎債ソフトを考える

１．人的資本、制度資本構築の例 （地域運営組織等交付金、地域活動支援など）

cf.参加・協働による地域運営組織等に対する支援の考え方

・走りながら考え、制度や仕組みを構築するタイプの地域づくりにおいて、当該年度の事業等に

対する財源の取扱い

⇔主体的な参加という意味で、参加者自らが費用負担・出資することも必要

２．コモンニーズを支える財源の例 （特別支援教育充実、外国語指導（ALT）など）

（多くの自治体で単独事業として実施されており、留保財源による対応で地域格差が生じている。）

→全国的な教育制度のなかで財源保障の対象として整理する （cf.地方共有税・地方共同税構想）

※まつり、花火大会支援、

マラソン等観光イベント

一過性のイベント補助への支出

としては疑問

※プレミアム商品券

一過性の地元消費喚起策としては

疑問
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